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令和５年１０月 総合評価 一部改定

◆令和５年１０月 山梨県建設工事総合評価 改定事項一覧

改正案

工事 新規雇用の実績

評価項目の新設
【新】建設産業の担い手確保に向けた企業の取り組みを促進するため、新規雇用

の実績を評価する。

「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する
学校若しくは第１２４条に規定する専修学校を卒業した者又は職業能力開
発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第１項第１号に規定す
る職業能力開発校、同項第２号に規定する職業能力短期大学校若しくは同
項第３号に規定する職業能力開発大学校の訓練課程を修了した者。（職業
能力開発校及び職業能力短期大学校にあっては、短期間の訓練課程を修了
した者を除く。）

工事・
委託

工事 本店所在地

評価区分・配点の見直し
【新】土木一式工事において、本店所在地の評価基準を建設事務所の支所も単独に

細分化した７エリアに見直し、地域に根ざした企業をより高く評価する。

【旧】

変更箇所 概 要

評価点

1

0

工事箇所と同一の建設事務所（支所も含む７エリア）管内
2

　　　かつ同一の市町村内に本店を有する

工事箇所と同一の建設事務所（支所も含む７エリア）管内に本店を有する

その他

評価基準

評価点

2

1

0

工事箇所と同一の市町村内に本店を有する

工事箇所と同一の建設事務所管内に本店を有する

その他

評価基準

評価点

0

評価基準

学校を卒業後３年以内に採用し、雇用期間が2年以上5年未満の雇用
1

実績あり

実績なし

※令和5年10月1日以降に公告する工事に適用する。

※
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「本店所在地」 評価基準の改定

本店所在地説明図（山梨県全図）
（ 建設事務所４エリア ⇒ 支所を含む７エリア ）
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令和５年１０月 標準評価項目及び配分点の例
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選択
項目

○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - ○ ○ ○ - 22項目

30点 - 10 10 - - - 2 1 3 1 - - - 2 4 3
（
減
点

）

1 1 3 1 2 2 1 - 1 1 - - 2 2 1 - 54点

選択
項目

- - - - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ 16項目

15点 － － － － － - - - - - - - - 2 4 3
（
減
点

）

1 1 3 － 2 2 1 - 1 1 - - 2 2 1 1 27点

一般競争入札
(特別簡易型(Ⅰ))
5千万円未満
難易度Ⅰ～Ⅵ

一般競争入札
(簡易型)

1億～3億円
難易度Ⅲ・Ⅳ

入札方式
（総合評価
の種類）

加
算
点
の
満
点

評価項目及び配分点

企業の技術力 企業の信頼性社会性

合
計

施工計画 配置予定技術者
配置予定技術者
のヒアリング

企業の施工実績 地域精通度 地域貢献度
企業の
取組

必要に応じて

4+4+2＝+10


